
２．在宅医療の現状 
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在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院等の役割＇イメージ（ 

地域医療支援病院 

・地域の医療・介護関
係者による協議の開
催 

・医療・介護関係機関
の連携促進 

・在宅医療に関する人
材育成や普及啓発 

地域包括支援 
センター 

在宅療養支援
診療所＇無床（ 
＇１人開業医（ 

 
 

 
 

患者 

在宅療養支援病院 

在宅療養支援診療所
＇有床（ 

介護サービス事業所 

在宅医療において
積極的役割を担う

医療機関※ 

訪問診療 

訪問看護等 

訪問診療 

訪問診療 

２４時間体制
の支援 

介護サービス 

２４時間在宅医療
提供体制の支援
＇１人開業医等の
夜間対応の支援、
急変時の一時入
院受け入れ、レス
パイト等（ 

入院＇急変時の
一時受け入れ（ 

市町村 

二次医療圏 

・在宅医療提供事業者の
連携の緊密化のための支
援 
・患者や地域の医療提供
施設への在宅医療提供
事業者に関する情報提
供 
【医療法第16条の2第２項】 

一時入院 

※在宅療養支援病院/診

療所の中から位置づけ
られることを想定 

連携 

薬局、訪問看護ステー
ション等 

 
 

 
 患者 

 
 

 
 患

者 

在宅医療連携拠点 
＇医療機関に限らない（ 
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在宅医療に係る医療機関の機能の整理 

在宅療養支援診療所 
/病院 

＇診療報酬（ 

在宅医療において積極的役
割を担う医療機関 

＇医療計画（ 
※在宅療養支援病院/診療所の中から

位置づけられることを想定 

地域医療支援病院 
＇医療法（ 

在宅医療提供
に係る役割 

・単独又は連携により、２
４時間体制で在宅医療を
提供 

・自ら２４時間対応体制の在
宅医療を提供 

・夜間や急変時の対応等、他
の医療機関の支援 
・災害時に備えた体制構築 

・自らの在宅医療提供は必
須ではない 

在宅療養患者
の入院に係る役
割 

・入院機能を有する場合には、
緊急時に在宅での療養を
行っている患者が入院できる
病床を常に確保 

・入院機能を有する場合には、
急変時受け入れやレスパイト
などを行う 

・地域の医療機関において
対応困難な重症例の受け
入れ 

多職種連携に
係る役割 

・現場での多職種連携の支援 

・在宅医療・介護提供者への
研修の実施 

※ 医療法では、在宅医療の
提供の推進に関する支援とし
て、 
・在宅医療提供事業者の連携
の緊密化のための支援 
・患者や地域の医療提供施設
への在宅医療提供事業者に
関する情報提供 

＇参考（在宅医療連携拠点 
・地域において多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を担う。 
・地域の実情に応じて、市町村、地域医師会等、自ら在宅医療を提供しない主体も拠点となりうる。 
・標準的な規模の市町村の人口＇７～１０万人程度（につき１カ所程度を目途に設置されることを想定。 15 



在宅療養支援診療所・病院 

※在宅療養支援診療所の要件 
○ 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を  
 配置していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連 
 携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間 
 往診が可能な体制を確保していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステー 
 ション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診 
 療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体 
 制を確保していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他 
 の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入 
 れる体制を確保していること 
○ 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門 
 員＇ケアマネジャー（等と連携していること 

在宅療養支援病院の要件 
○ 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定していること 
○ 患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保してい 
 ること 
○ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携によ  
 り、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保していること 
○ 当該病院において、緊急時に居宅において療養を行っている  
 患者が入院できる病床を常に確保していること 
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1
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の
在
宅
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出典：保険局医療課調べ＇平成２２年７月１日時点（ 

在宅療養支援診療所が看取っている在宅死亡数 

その他の在宅死亡数 
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266 

130 

331 

0 

100 
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① ② ③ 届出数 

在宅療養支援病院の実績 

＇平成22年（ 

① 報告数 
② 担当患者数１名以上機関数 
③ 在宅看取り数1名以上機関数 

11879 
10661 

5833 

12487 

0 
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15000 

① ② ③ 届出数 

在宅療養支援診療所の実績 

＇平成22年（ 

在宅看取り１名以上の在宅療養支援診療 
所と在宅死亡の比較＇都道府県別分布（ 
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在宅療養支援診療所医師の24時間体制への負担 

31.8% 42.8% 14.0% 
3.9 
% 

1.0% 
3.5 
% 

3.0% 

0% 50% 100% 
負担である やや負担である あまり負担ではない 負担ではない その他 わからない 無回答 

＇n=1,808（ 

出典（日本医師会総合政策研究機構 「在宅医療の提供と連携に関する実態調査」在宅療養支援診療所調査 

30.9% 

32.2% 

22.5% 

45.4% 

46.7% 

40.0% 

14.1% 

15.0% 

26.3% 

4.0% 

3.3% 

6.3% 

2.6% 

1.9% 

3.8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1人＇n=1189) 

2人(n=214） 

3人以上＇n=80) 

負担である やや負担である あまり負担ではない 負担ではない 分からない その他 無回答 

■施設規模別 

■全体 

○ ７０％以上の在宅療養支援診療所の医師が24時間体制への負担を感じている。 
○ ３人以上で２４時間体制をとっている在宅療養支援診療所の医師は負担感が尐ない。 
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人口10万人当たりの在宅療養支援病院数 

人口10万人当たりの都道府県別在宅療養支援病院数 

全国平均  0.41 

保険局医療課データ 平成23年7月  
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全国平均  10.1 

保険局医療課データ 平成23年7月  
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(%) 在宅療養支援歯科診療所届出割合＇H21 年4月時点（ 

○ 在宅または社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所を「在宅療 

  養支援歯科診療所」と位置付け、その機能を評価した。  

○ 都道府県による整備状況のばらつきが大きい。      

在宅療養支援歯科診療所数 

在宅療養支援歯科診療所 
届出数 3,700件(H21) 

歯科診療所数 67,779件(H20) 
全国平均届出割合 5.5% 

日本歯科総合研究機構調べ 21 
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在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数：  
   42163 ＇H23.8時点（ 
全薬局数： 53642 ＇H21.時点 （ 
全国平均届出割合：78.6％  

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出割合 

22 

＇％（ 

○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の届け出をしている薬局は、79％＇全国平均（であったが、都道
府県によってばらつきがある。 



訪問看護事業所数 

○訪問看護事業所数および訪問看護サービス利用者数は近年微増している。 

■訪問看護事業所数および利用者の推移 
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     出典：訪問看護ステーション数､病院又は診療所数：厚生労働省「介護給付費実態調査・各年７月審査分」 
         従業者数＇常勤換算従業者数（、利用者数：「介護サービス施設・事業所調査」＇注 : 平成21年は調査方法の変更等による回収率変動の 
         影響を受けているため、数量を示す従業者数、利用者数の実数は平成20年以前と単純に年次比較できない。（  
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人口10万人当たりの都道府県別訪問看護事業所数 
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人口10万人あたりの訪問看護事業所数 

全国平均 6.8 

平成22年介護給付費実態調査 
平成22年人口動態調査 

○ 都道府県によって、訪問看護事業所の整備状況は異なる。 
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訪問看護の利用状況と自宅死亡の割合 

○ 都道府県別高齢者人口千人当たりの訪問看護利用者数は約4倍の差がある。 
   ＇最多は長野県、最尐は香川県（ 
○ 高齢者の訪問看護利用者数が多い都道府県では、在宅で死亡する者の割合が高い傾向がある。  
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       出典：厚生労働省 「介護給付費実態調査」(平成21年)，厚生労働省「人口動態統計」(平成21年（，総務省統計局平成21年10月1日現在推計人口より作成 

総死亡者数に対する自宅死亡の割合＇％（ 

ｒ ＝０．６４ 
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